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❶おいしく食べよう栄養教室
日１１月２０日㈬、１２月１６日㈪、令
和７年１月２３日㈭、２月１３日㈭、３
月１０日㈪　午前１０時～午後０時
３０分
場保健センター栄養指導室
定各２０人（申込順）

❷俺の料理教室
日１１月１１日㈪、令和７年３月２４日
㈪　午前１０時～午後０時３０分
場保健センター栄養指導室
定各１５人（申込順）

❸オーラルフレイル予防教室
日１２月２５日㈬、令和７年３月２４日
㈪　午後１時３０分～３時
場市役所多目的室
定各１５人（申込順）

❹フレイル予防教室
日１１月８日～１２月２７日（原則毎
週金曜日・全７回）　
午後１時３０分～３時
場市役所多目的室
定２０人（申込順）

❺俺の体操教室
日１１月２５日～令和７年３月１７日
（原則毎週月曜日・全１４回）　
午前１０時～１１時３０分
場市役所多目的室
定２５人

❻介護予防体操教室
日１１月５日～令和７年３月１１日
（原則毎週火曜日・全１４回）
⑴午前１０時～１１時３０分
⑵午後１時～２時３０分
⑶午後３時～４時３０分
場市役所多目的室
定⑴～⑶各２５人

❼ころばん介護予防教室
日１１月２９日～令和７年３月２１日
（原則毎週金曜日・全１４回）　
午前１０時～１１時３０分
場八潮メセナ・アネックス
定２０人

❽若返るぞ！シニア体操教室
●エイトアリーナ　
日１１月１３日～令和７年３月１２日
（原則毎週月曜日または水曜日
・全１４回）　午前１０時～１１時３０分
定１００人
●コミュニティーセンター
日１１月１９日～令和７年３月１８日
（原則毎週火曜日・全１４回）　
午前１０時～１１時３０分
定３０人
●ゆまにて　
日１１月１３日～令和７年３月１２日
（原則毎週水曜日・全１４回）　
午後１時３０分～３時
定４０人

●りらーと八幡公民館　
日１１月１５日～令和７年３月１４日
（原則毎週金曜日・全１４回）
⑴午前１０時～１１時３０分
⑵午後１時３０分～３時
定⑴⑵各４０人

●りらーと八條公民館　
日１１月７日～令和７年３月６日
（原則毎週木曜日・全１４回）　
午前１０時～１１時３０分
定５０人
●八潮メセナ・アネックス　
日１１月２７日～令和７年３月１９日
（原則毎週水曜日・全１４回）
⑴午前１０時～１１時３０分
⑵午後１時３０分～３時
定⑴⑵各６０人
●資料館
日１１月１９日～令和７年３月１８日
（原則毎週火曜日・全１４回）
⑴午後１時３０分～３時
⑵午後３時１５分～４時４５分
定⑴⑵各３０人
●古新田公民館（古新田１０５７）
日１１月２８日～令和７年３月２７日
（原則毎週木曜日・全１４回）　
午後１時３０分～３時
定１５人
●浮塚公民館（浮塚２９９）
日１１月２５日～令和７年３月１７日
（原則毎週月曜日・全１４回）　
午後１時３０分～３時
定２０人

介護予防で元気アップ！介護予防で元気アップ！
　元気なうちから介護予防に取り組み、いつまでもいきいきとした健康長寿を
目指しましょう。詳しい日程については、チラシ（長寿介護課、保健センター
または市ホームページで入手）をご覧ください。 問長寿介護課☎線８４９

―共通―
対市内在住で６５歳以上の方（②⑤は男性、⑦は女性）
内①②管理栄養士による講話や調理実習③歯科衛生士による歯磨き
の指導、口

こう

腔
くう

機能低下を予防するお口の体操④専門の指導員による
フレイルや認知症予防のトレーニング⑤～⑧専門の指導員による運
動の実技指導や自宅でできる運動紹介、運動継続のアドバイス

費①②５００円（食材料費）③～⑧無料
申①～④１０月１５日から、電話で長寿介護課へ
⑤～⑧１０月１８日（消印有効）までに、往復はがきを長寿介護課へ
▼往信裏面＝氏名（ふりがな必須）、郵便番号と住所、生年月日、
電話番号、希望する会場と時間（第３希望まで記入）
※⑤～⑧申し込み多数の場合、抽選。複数事業の申込不可。

全部支給となる所得限度額
（受給資格者本人の前年所得）

一部支給となる所得限度額
（受給資格者本人の前年所得）

扶養人数 改正前 改正後 改正前 改正後
０人  ４９万円  69万円 １９２万円 208万円
１人  ８７万円 107万円 ２３０万円 246万円
２人 １２５万円 145万円 ２６８万円 284万円
３人 １６３万円 183万円 ３０６万円 322万円

※４人目以降は、１人につき３８万円を加算

●所得限度額の引き上げ
　児童扶養手当の支給の判定基準となる所得限度額を下表のと
おり引き上げます。

第3子以降の加算額
改正前 改正後

全部支給 ６,４５０円 10,750円
一部支給 ６,４４０円～３,２３０円 10,740円～5,380円

●第３子以降の加算額の引き上げ
　第３子以降の加算額が下表のとおり引き上げられ、第２子の加
算額と同額になります。

児童扶養手当制度の一部が改正
　令和６年１１月から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得
限度額と第３子以降の加算額が引き上げられます。

問子育て支援課☎線２０９

　令和６年１１月分の手当（令和７年１月支給分）から所得限度
額および加算額の引き上げが適用されます。

日１０月１５日㈫（予定）～令和７年３月３１日㈪（土・日曜日、祝日、年
末年始を除く）　午前８時３０分～午後５時
場市役所１階６・７番窓口付近
内健康保険証利用申し込み、公金受取口座の登録
持マイナンバーカード（健康保険証は不要）、数字４桁の暗証番号（マ
イナンバーカードの申請時または受取時にご自身で設定した数字）、
本人名義の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの（公金受取
口座登録を希望する方のみ）

マイナンバーカードのマイナンバーカードの保険証利用等保険証利用等
支援窓口を開設します支援窓口を開設します

　マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込み
や、公金受取口座の登録などに関する支援窓口を開設します。ぜひ
ご利用ください。 問情報政策課☎線３１０

　マイナンバーカードの取得支援も行います。本人確認書類、２
次元コード付き交付申請書またはマイナンバーがわかるもの（お
持ちの方のみ）を用意して、窓口にお越しください。
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